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（１）第７３号議案及び第７４号議案については、可決すべきものと全会一致をもって決定し

た。

（２）県内所管事務調査のまとめとして、執行部から報告を受けた。

（３）県計画等の策定・変更スケジュールについて、指定管理者の更新について及び大分県地

域強靱化年次計画２０２０の策定についてなど、執行部から報告を受けた。

（４）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。

（５）県外所管事務調査及び参考人招致について協議を行った。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課議事調整班 主任 阿南絵理

政策調査課調査広報班 主査 後藤仁美



土木建築委員会次第

日時：令和２年６月２５日（木）１５：００～

場所：第１委員会室

１ 開 会

２ 土木建築部関係 １５：００～１６：２０

（１）付託案件の審査

第 ７３号議案 工事請負契約の変更について

第 ７４号議案 工事請負契約の変更について

（２）県内所管事務調査のまとめ

①放置艇対策について

（３）諸般の報告

①県計画等の策定・変更スケジュールについて

②指定管理者の更新について（別府港北浜ヨットハーバー・ハーモニーパーク）

③大分県地域強靱化年次計画２０２０の策定について

④「豊ちゃく２０２０」について」

（４）その他

３ 協議事項

（１）閉会中の継続調査について

（２）県外所管事務調査について

（３）参考人招致について

（４）その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから土木建築委員会を開濱田委員長

きます。

本日は高橋委員が欠席しています。

まず、審査にさき立ち、執行部から発言した

い旨の申出があったので、これを許します。

前回６月３日の臨時会から湯地土木建築部長

３週間あまりがたちましたが、その臨時会によ

り延期になった大分、別府両土木事務所の所管

事務調査も無事に終了しました。改めて感謝申

し上げます。

さて、本定例会では、土木建築部から玉来ダ

ムに係る工事請負契約の変更について２件の議

案を提出しました。さきの５月２１日に現場を

御視察いただきましたが、５月末時点で４３％

の本体コンクリート打設が終了しています。

年度末までの治水効果発現、来年の出水期ま

での本体コンクリート完成に向け、しっかりと

工事を進めていきます。今回の変更は大きな増

額ですが、厳しい地形条件の中、間違いのない、

立派なダムを作り上げるべく、土木建築部の技

術力を結集して全力で取り組んでいます。詳細

は後ほど御説明しますが、何とぞ御賛同いただ

きますようお願い申し上げます。

また、５月１４日から６月８日までの県内所

管事務調査にて、多くの御質問をいただいた放

置艇対策の取組状況について本日御説明します。

また、コロナウイルス対策のため４月の初常

任委員会で御説明できなかった県計画の策定、

変更スケジュールについても、改めて御説明し

ます。そのほか３件の報告があります。

最後に、６月１１日に梅雨入りしました。２

度の警報が発表され、まとまった雨が降りまし

たが、これまでのところ大きな被害は発生して

いません。引き続き気を緩めることなく、土木

建築部一丸となって防災・減災対策に取り組ん

でいきます。本日の御審議をお願い申し上げ、

冒頭の挨拶とさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いします。

それでは審査に入ります。濱田委員長

本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案２件です。この際、案件全部を一括議題と

し、これより審査に入ります。初めに、付託案

件の審査を行います。

第７３号議案工事請負契約の変更について、

第７４号議案工事請負契約の変更について、執

行部の説明を求めます。

第７３号議案工事請負契約の五ノ谷河川課長

変更について説明します。

お手元の議案書９ページをお開きください。

また、委員会資料の１ページに工事の詳細を記

載しているので、あわせて御覧ください。

本議案は、竹田市大字志土知・川床の玉来川

に堤高５２メートル、堤頂長１４５メートル、

堤体積約１８万立方メートルの重力式コンクリ

ートダムを建設する玉来ダム建設事業の本体部

で、平成２９年３月３１日に大成・菅・友岡特

定建設工事共同企業体と契約した玉来ダム本体

建設工事の工事請負契約について変更するもの

です。本案件については、令和２年第１回定例

会の常任委員会において、諸般の報告にて説明

しましたが、内容が確定したので改めて御説明

します。

主な変更理由は、資料の右下の図に示したよ

うに、地層が何層にも重なる阿蘇火砕流地帯特

有の非常に複雑な地質への対応が必要となった

ことによるものです。

資料２ページをお開き願います。岩盤掘削途

中に、左上の写真にあるように、上層部では岩

盤脆弱部が出現し、右上の写真のように、基礎

岩盤は非常に亀裂が多いことが判明したため、

追加の対策が必要となりました。そのため、発

破試験による解析結果を踏まえた掘削工法の変

更や、貯水池対策工の岩盤面処理の追加施工等

により約７億３千万円増額するものです。

次に堤体関係については、これらの複雑な地

質への対応による掘削工程の延長に伴い、堤体
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コンクリート打設工程の見直しが必要となった

ため、クレーンなどの施工設備を増強すること

で工程を短縮し、各種機械損料の低減などのコ

スト縮減も図っていますが、完成期限への影響

がない打設工程の再構築により約８億９千万円

増額するものです。

さらに、ダム用コンクリートの骨材や鉄筋な

どの資材費、並びに労務費の大幅な変動に対処

するため、公共工事請負契約約款に規定するイ

ンフレスライドの条項適用により、実勢価格に

応じた工事費に変更し、約１１億６千万円増額

するものです。

以上の理由により、契約金額は、当初９３億

８，０８８万円に対し、変更１２１億６，１４

３万５，６６８円となり、２７億８，０５５万

５，６６８円増額するものです。

以上で、第７３号議案の説明を終わります。

続いて第７４号議案工事請負契約の変更につ

いて御説明します。

お手元の議案書１０ページをお開きください。

また、委員会資料の３ページに工事の詳細を記

載しているので、あわせて御覧ください。

本議案は、玉来ダム建設事業の一部で、平成

２９年１２月１４日に西田・梅林特定建設工事

共同企業体と契約した玉来ダム放流設備工事の

工事請負契約について変更するものです。

主な変更理由は、資料右側中ほどの模式図に

あるように、他県で実施した玉来ダムと同様の

流水型ダムの建設において、常用洪水吐き周辺

に強度低下を招く貫通クラックが発生していま

す。玉来ダムにおいても同様の事象が懸念され

ることから、ひび割れ防止対策として、堤体を

分割することにより、ひび割れの発生を抑制す

る①の傾斜ジョイントを追加することとしまし

た。これに伴い、鋼製ライニング（放流管）の

分割及び据付架台の変更により約２，５００万

円増額するものです。

あわせて、堤体コンクリートと鋼製ライニン

グとの隙間をなくし一体化させることによりひ

び割れの発生防止を目的とした②のグラウト注

入を実施するためのグラウト配管の製作・据付

を追加したことにより約１億１,５００万円増

額するものです。

さらに、労務単価の大幅な変動に対処するた

め、公共工事請負契約約款に規定するインフレ

スライド条項の適用により、実勢価格に応じた

工事費に変更し約１千万円増額するものです。

以上の理由により、契約金額は、当初９億１，

７６７万６千円に対し、変更１０億６，７４１

万９，５７２円となり、１億４，９７４万３，

５７２円増額するものです。

加えて、本体建設工事の堤体コンクリート打

設工程の延長に伴う、本工事の空気管設置工程

の変更により工期を変更するものです。

以上の理由により、完成期日が当初令和３年

３月１５日に対し、変更令和３年８月１３日と

なり、１５１日延期するものです。

以上で第７４号議案の説明を終わります。

以上で説明は終わりました。濱田委員長

これより質疑に入ります。質疑、御意見があ

ればお願いします。

第７４号議案で、常用洪水吐きのひ尾島委員

び割れ対策として傾斜ジョイントを設けたとい

うことで、これに伴って、来年頃分割工事が発

生するわけですが、この傾斜ジョイントは、ラ

イニングと、それからそれぞれの堤体にどうい

う形で入るんですか。

今御質問のあった傾斜ジョイ五ノ谷河川課長

ントですが、ある一定の角度で鋼製ライニング

を分割しますが、その同じ角度で堤体コンクリ

ートも同じように分割されます。これにより、

いわゆる貫通クラックが発生するような力を逃

がす、ある意味そこで逃がす構造になります。

そうしたら、傾斜ジョイントがある尾島委員

ところのコンクリートに自然なクラックが発生

している状況なんですか。

いいえ、もともとそこの目地五ノ谷河川課長

を切るので、そこにコンクリートのひび割れ─

─自然による分割ではなくて、人工的な分割を

図ります。

第７３号議案、説明資料の２ページ、森委員

さきほど説明いただいたインフレスライドによ

る増額の１１億６千万円について、資材費と労

務単価ということですが、その内訳、規模感を
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教えてください。

細かな内訳ですが、例えば、五ノ谷河川課長

コンクリート資材についてはスライド単価で大

体１，２００円ほど上がり、増額が４億７千万

円ほどです。それから、労務費については１日

１人当たり７００円ほど上がり、１億１千万円。

そのほか、軽油、鉄筋、機械損料等については

２億４千万円。そして、それに関する間接的な

経費が３億４千万円、トータルで１１億６千万

円ほど増額になります。

また第７４号議案に戻るんですが、戸高委員

他県ダムで発生した事例について、どのぐらい

の補修費用がかかっているのか。

補修費用については承知して五ノ谷河川課長

いません。こういった貫通クラックが堤体コン

クリート全体に及ぶと、コンクリートの躯体そ

のもの、玉来ダムは１８万立方メートルの大変

大きな躯体ですので、クラックが入ってしまう

のは非常に致命的な状況になると思います。そ

こについてはこういった対策で、起きないよう

な措置を事前にしたということです。

ダムの工事は長い時間がかかるわ濱田委員長

けで、必ず途中にこういう変更、増額が今まで

経験した中ではあるんですが、これをやむを得

ないという観点から捉えるのか。例えば、第７

３号議案でも６年、７年ぐらいかかる。これも

先が読めないというのか。何かこう、ちゃんと

初めから、余り増額やら途中変更がないような

方向は取れないものですかね。必ずダムの場合

はあるんですよ。私も十何年経験した中では、

必ずダムは途中で増額なりいろんな変更がある。

だから、我々はやむを得ないと捉えていいのか、

いや、どうにかならないのかと捉えるのか、そ

の辺は部長どうですか。

御指摘のとおりだと思いま湯地土木建築部長

す。ダムに限らず、トンネルとか大規模な工事

は増額になることが多いわけですが、我々も決

してそれに甘んじているわけではなくて、現場

の条件がいろいろ変わる中で、当然いいものを

使わないといけないわけですが、少しでも安く

なるように、コスト縮減できる部分は縮減をし

ながら進めています。

今回も、ちょっと細かいところは説明してい

ませんが、全てが増額になるということではな

くて、増額幅を少しでも抑えるようにいろいろ

と工夫した結果です。従事者と、それから設計

にいろいろ御指導いただいている国の機関等と

も議論する中で、やはりダムは非常に長期間に

わたって、安全第一ですので、結果的には増額

はやむを得ないのかなということです。

御指摘のとおりですので、これからのいろん

な公共事業について、しっかり説明ができるよ

うに、減額できる部分は減額等もしながら進め

ていきたいと思っていますので、御理解いただ

ければと思っています。

もう１件、例えば、第７３号議案濱田委員長

では設計金額もオーバーしたんですね。第７４

号議案は設計金額の範囲内ですが、第７３号議

案の場合は、これは設計そのものさえもオーバ

ーしている。この捉え方として現場の責任者と

してどう感じるんですかね。

なかなか説明がうまくでき湯地土木建築部長

ませんが、確かに落札率が８０％ちょっとで、

金額の大きな工事ですので、通常では今９０％

ぐらいの最低制限価格を設けているところです

が、やはりいろんな会社が競い合う中で、８１．

２％という比較的低い落札率でした。そこで縮

減と言ったらおかしいですが、少し安くできた

分が、逆にまた増額で設計以上になっているの

は本当に御指摘のとおりです。さきほど御説明

したように、特にこの竹田地域は阿蘇の溶岩、

火砕流とか流れたところで非常に複雑なので、

引き合いに出しては悪いんですが、大蘇ダムの

ように出来上がってから補修にかなりの金をか

けたところもあるものですから、そうならない

ように、工事中もしっかりと調査をしながら、

いろんな知見、御指導をいただきながら進めて

いるところです。答えにはなっていないと思い

ますが、御理解いただければと思います。

いや、悪意に取れば、８割ぐらい濱田委員長

で取っておって後から増額をやれば１００％超

えるということだって考えられるんですよね。

だから、そういう視点を持って、幅広く調査を

して、設計金額までオーバーするようなことは
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できるだけなくすようにしないと、その辺が非

常に、どう言っていいか分からないが、ちょっ

と工事自体、総合的に心配になりますね。最後

にコメントだけお願いします。

やはり貴重な財源を有効に湯地土木建築部長

使うためにも、コスト意識を持って、できるだ

け大幅な増額にならないように、調査もしっか

りしながら、職員も徹底してやっていきたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いします。

一つ教えてください。今、部長阿部副委員長

が言われたように、火山帯の中の特異な地質で

こういう変更が出たのはやむを得ないかなと思

いますが、大蘇ダムのこともあるし、工事の途

中でどこかに空洞があるとか、水をためたとき

に漏れるとか、そういったことがあるかないか

という調査をしながら工事は進めていって、堤

体ができた後には水をためて──試験的にため

てやるんでしょうが、現状では漏れがないこと

が分かっているか。水をためてみないと分から

ないのか、そこら辺の予測はどうなんでしょう

か。

実はまだこれからの施工に湯地土木建築部長

なるんですが、ダム本体のコンクリートとは別

に、岩盤の中にグラウトというセメントを流し

込む工事を、この後並行してやっていきます。

本体が出来上がったらそれで終わりではなくて、

ぐるっと囲むような感じです。それから、ダム

の下にも水が漏れないように、いろんな形のグ

ラウトという工事をやります。

それから、稲葉ダムでも施工したんですが、

横から水が漏れないように、表面にコンクリー

トを張る工事も予定しています。本体が完成し

て、そういう附帯的な工事もして、それから試

験湛水になるんですが、途中でもそういうチェ

ックをしながら、漏水が許容範囲の中に収まる

ように、ためる前にもそういうチェックをしな

がら、最終的に水をためてみて、本当に大丈夫

かという検査をした後にダムは完成になります。

また変更の議案で御審議いただくことになるか

もしれませんが、そこはしっかりと現地を確認

しながらダムを仕上げていきたいと思っていま

すので、よろしくお願いします。

ほかに御質疑等はありませんか。濱田委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに、御質疑等もないので、第濱田委員長

７３号議案、並びに第７４号議案について、採

決します。

両案は原案のとおり、可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

第７３号議案、第７４号議案、異濱田委員長

議なしでよろしいですね。

御異議がないので、両案とも原案のとおり可

決すべきものと決定しました。

次に、去る５月１４日から６月８日にかけて

実施した、県内所管事務調査のまとめに入りま

す。県内所管事務調査では、港湾事業について

多くの質疑があったので、①放置艇対策につい

て執行部に説明をお願いします。

放置艇対策について御渡辺土木建築企画課長

報告します。委員会資料の４ページをお開き願

います。

１の現状ですが、平成３０年１０月時点で、

県管理の港湾や河川、漁港の３水域には約４，

２００隻の放置艇が存在しており、係留保管の

早期適正化に向けて取り組んでいます。

２の基本方針ですが、まず第１に、本来係留

が禁止されている河川等の区域から、港湾や漁

港等の係留区域へ誘導します。第２に、船舶は

各水域を自由に行き来できることから、国や市

町村も含め各水域の管理者が連携して対策に取

り組みます。第３に、特に重点的に取り組む必

要がある地域を適正化推進区域に指定しながら、

県内全域で取組を推進します。

３の取組状況ですが、まず（１）にあるよう

に、昨年４月に施行した大分県プレジャーボー

ト等の係留保管の適正化に関する条例に基づき、

昨年４月に佐伯地区を、今年４月に大分地区を

それぞれ適正化推進区域に指定し、重点的かつ

優先的に係留保管の適正化に取り組んでいます。

（２）の意識啓発等のソフト対策については、

船舶所有者等に対して制度の周知や意識啓発を

図るとともに、所有者不明の放置艇等について

は、簡易代執行による撤去などを実施していま



- 5 -

す。（３）の係留施設の整備等のハード対策に

ついては、必要に応じ、港湾に係留施設を整備

するとともに、係留施設が不足する地区では、

治水上問題がないことなどを前提に、河川内に

暫定的な係留施設を整備しています。あわせて、

係留に関する許可手続や施設使用料等の規定の

整備が必要となるため、大分県港湾施設管理条

例の改正や大分県河川プレジャーボート等係留

施設の設置及び管理に関する条例の制定を行い

ました。先行して取り組んだ佐伯地区など準備

が整った地区においては、本年４月から順次、

係留許可の手続を開始しています。こうした取

組により、本年５月末で１，３３０隻の放置艇

が解消しています。

なお、係留に際しては、大分県港湾施設管理

条例などに基づき使用料を徴収しますが、この

使用料は、県がこれまで整備してきた施設の使

用の対価として徴収するものです。

一方、漁協等の利用者団体が船舶所有者から

費用を徴収し、異常気象時に船舶所有者に代わ

って行う船舶管理や清掃活動などに充てている

地域があると伺っていますが、これらは、県が

徴収する施設使用料とは目的が異なり、利用者

団体と船舶所有者の合意による、民民の契約に

基づき徴収しているものと理解しています。

次に４の今後のスケジュールですが、今年度、

大分地区の裏川や大分港などに係留施設の整備

を行います。また、裏川の暫定係留施設の整備

に伴い、次回第３回の定例会に大分県河川プレ

ジャーボート等係留施設の設置及び管理に関す

る条例の一部改正案を上程し、御審議いただく

予定としています。国や市町村と連携して、今

年度末までに、県管理の３水域で係留区域と放

置等禁止区域を指定し、係留許可の手続を開始

して、係留保管の適正化を図ります。

今後も、各地域ごとに関係者に対して丁寧な

説明を重ねながら、放置艇の解消を図っていく

ので、よろしくお願いします。

以上で説明は終わりました。濱田委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

これは私も地元の人から言われ阿部副委員長

て、係の人と協議をしたことがあります。今回、

大友議員が一般質問にも出しましたが、今説明

の中であった漁港でプレジャーボートとか漁船

とかを係留しているときに、漁協がこれはうち

が管理しているから管理料をもらっているとい

う形で今までやっていますよね。管理と言うか、

しけがあったりしたときに船をちょこっと移動

したり、堤防の清掃とか、漁協はそういった管

理をしている。だから、その対価としてもらっ

ているというわけです。こういった条例を作っ

て、県が使用料を徴収すると、漁協と二重に払

う人が出てくるんじゃないかと考えられるんで

すが、今そういったトラブル等が現実に起きて

いるところはありませんか。

今御指摘の件ですが、私も昨年、中村港湾課長

臼杵の現場で対策に臨んでいました。やはり漁

協をはじめとする団体が、昔からの慣習で、船

舶の移動とか清掃とかで、民民の契約に基づい

て徴収しています。今度新しく、港湾施設の整

備、それから維持管理も含めて使用料を対価と

して徴収する。目的は全く異なるんですが、や

っぱり説明会に行くと、そこを懸念する声が実

際あがっていました。我々としてもそこは非常

に大きな課題であると認識しており、やはり目

的が違うということで、何回も行って丁寧な説

明を重ねていくしか今方法がないかなと、現場

では対応してきました。

裏川とか、ああいったところの阿部副委員長

川に泊めてあるのを、漁港とか港湾に誘導する

のは問題ないと思います。

ただ、今まで漁港に泊めてあったのをこうい

う条例に従って料金を徴収するとなると、大友

議員は言いませんでしたが、所有者は二重払い

の形になると思うんですね。ですから、ここら

辺を何とか解決しないと、所有者は県から徴収

される、漁協からも徴収される。こんな高い金

を何で払わないといけないのかとなるので、そ

こら辺の課題を何とかいい方法で解決してもら

いたいと思います。

今、阿部副委員長から渡辺土木建築企画課長

の御意見は非常に我々も懸念しています。今、

中村課長からもありましたが、まずは現場で丁
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寧に説明します。

ただ、冒頭にちょっと理屈だけ申し上げまし

たが、やはり性質が違いますので、ここは県と

しては徴収するのが基本になります。

ただし、漁港においては、実は土木建築部に

権限がなくて、漁協は農林水産部が指導するの

で、そこは土木と農林が連携しながら丁寧に御

理解いただくような方法で進めていきたいと考

えていますので、どうか御協力をお願いします。

漁協、利用者とトラブルがない阿部副委員長

ようにお願いします。

この件は余り詳しくないんですが、原田委員

所有者不明とよく言われますよね。そもそもプ

レジャーボートに船体番号とか、それに伴う所

有者の登録の仕組みはきちんとできているんで

しょうか。つまりは、新たな放置艇を出さない

取組がどうなっているか、お願いします。

船体番号が分かるもの渡辺土木建築企画課長

については船体番号から所有者を追っていくん

ですが、例えば、所有者がその住所にいないと

か、あるいはもう亡くなっているとかで分から

なくなったりとか、そもそも船体番号だけ分か

っても捕まえられない方がいるとか、あるいは

もうそれすら分からなくてかなり朽ちていると

かが、どうしても一定数出てきます。

ただし、漁協とか船舶協会にこういう制度が

あるということで、新しく登録する際にはきち

んと係船場所を確保するようにお願いをしてい

ます。

ほかに御質疑等はありませんか。濱田委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに、御質疑等もないので、以濱田委員長

上で県内所管事務調査のまとめを終わります。

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

ったので、これを許します。

まず、①の報告をお願いします。

今年度、土木岡本都市・まちづくり推進課長

建築部において、策定・変更を予定している計

画等のうち、都市・まちづくり推進課の所管す

る計画の変更について御説明します。

委員会資料の５ページをお開き願います。都

市計画区域マスタープランの改訂について御報

告します。

都市計画区域マスタープランについては、先

日の第２回定例会議案説明会において一度御説

明していますが、各都市計画区域において２０

年後の都市の将来像を描きつつ、１０年後の都

市施設の整備目標を示すものです。改訂にあた

っては、都市計画審議会の調査検討部会を開催

し、専門的な立場から御意見をいただき、改訂

方針を策定しました。

また、県民中心の計画とするため、都市計画

を有する１６の市町ごとに、まちづくり、観光、

交通、福祉等の分野から構成されるまちづくり

懇談会を全４８回実施しました。延べ参加者数

は約６７０人に達し、全国でも例を見ない活発

な御意見をいただき、地域の実情に即した改訂

素案になったのではないかと考えています。

今後のスケジュールとしては、各地域での住

民説明会や都市計画フォーラム等を開催し、計

画の周知や意見の反映を図るとともに、都市計

画審議会など都市計画法に基づく手続を経て、

令和２年度末に都市計画区域マスタープランを

決定・告示する予定です。

続いて、建築住宅課が所管樋口建築住宅課長

する計画の変更などについて御説明します。

資料５ページの上から２番目を御覧ください。

大分県高齢者居住安定確保計画について御説明

します。

本計画は、高齢者住まい法第４条に基づく計

画であり、高齢者が安心して暮らすことのでき

る環境整備を進めるため、福祉保健部と連携し、

高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給

目標やその他高齢者の居住の安定確保に関する

必要な事項を定め、平成２５年３月に策定を行

い、平成３０年３月に一部改訂したものです。

少子高齢化の進展に伴い、高齢者を取り巻く

住環境が変化していく中、計画期間が本年度で

満了となるため、関連計画であり福祉保健部が

所管するおおいた高齢者いきいきプランとの調

和を図りつつ、本計画の変更を行うものです。

計画の公表は令和３年３月を予定しています。

次に、資料５ページの上から３番目を御覧く

ださい。大分県公営住宅マスタープラン２０２
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０について御説明します。

本計画は、今後の人口減少や少子高齢化を見

据え、県と市町村がそれぞれ管理してきた公営

住宅を入居から整備まで一体的にマネジメント

するものです。先月パブリックコメントを終え

ています。

計画の概要等について別紙で御説明します。

資料６ページをお開きください。

左上の１現状と課題を御覧ください。この計

画に着手した平成３１年４月１日時点の管理戸

数は、県営８，５８１戸、市町村営１万７，２

４２戸、合計２万５，８２３戸で、入居率は８

８％です。その右のグラフは、建築年度別の管

理戸数を示したものですが、２０２４年度に築

５０年を超える住宅が６，３００戸、さらに１

０年後には１万５，７００戸を超え、今後大量

に更新時期を迎えます。

また、社会情勢による課題では人口や世帯数

の減少が予想される中、今後入居率が低下し、

家賃収入の減少により自治体の維持管理費用の

負担増大が懸念されます。

次に、２目的についてですが、本計画は、県

と市町村が公営住宅に関する課題と目標を共有

し、今後２０年間の供用戸数や、入居から整備

までを協働でマネジメントするもので、維持管

理コストの削減や平準化を図りつつ、住民サー

ビスや住環境の向上を目指すもので、県と県内

全市町村が策定するものとしては全国に例を見

ない独自の計画です。

中ほどの３計画の概要を御覧ください。この

計画において、県や市町村で一部異なる、入居

から管理・整備に関する基準を統一することや、

高齢化対応や子育てしやすい住環境の提供のた

め、バリアフリー化などの目標を定めています。

また、耐用年数７０年とされている鉄筋コンク

リート造りの住宅について、適正に保全するこ

とにより８０年まで延命することを目標とし、

ライフサイクルコストの削減や平準化を図りま

す。

さらに地域と連携した子育て支援にも取り組

むほか、地震や風水害に備え、建物に地域の防

災機能を持たせるなど、新たな役割を担ってい

きます。

これらを計画的に行うには、今後の人口減を

見据えた住宅戸数の適正化が前提となりますが、

住宅困窮者の状況などを踏まえ必要戸数を確保

します。２０４０年度まで、県全体でおおむね

２０％削減となる２万５００戸を供用する目標

とし、市町村と調整を図っていきます。

今年度既に入居基準等の作成に取り組んでい

ますが、今後は市町村域ごとに、目標戸数を踏

まえて団地の集約化や、改善を行う団地を選定

し、県・市町村それぞれが公営住宅長寿命化計

画に反映させていきます。

なお、本計画は６月中に公表する予定です。

ただいまの報告について、質疑、濱田委員長

御意見などはありませんか。

さきほど目的の中で、県と市町村が尾島委員

連携して、全国に例を見ない計画だという話が

あったんですが、今、管理戸数が２万５，８２

３戸になっていますが、県に委託していない市

町村はまだ存在するんですかね。──意味は分

かりますか。

今御質問があったのは、県大野公営住宅室長

の住宅供給公社に管理委託をしているかという

──今まだ全市町村ではありませんが、次第に、

今、半数以上の市町村が県の公社に管理委託を

しています。

管理戸数は公社に委託された戸数で尾島委員

はないんですか。

これはそういう意味ではな大野公営住宅室長

くて、市町村が実際に所有している、持ってい

る、実際に使っている市町村営住宅と県営住宅

の合計の戸数です。

都市計画区域のマスタープランです戸高委員

が、７月から住民説明会ということで、１６市

町で行うようになっていますが、これは予定ど

おり行うのか、対象がどういう形でこの住民説

明会を行うのかを教えてください。

７月の中旬か岡本都市・まちづくり推進課長

ら大分市を皮切りに、８月にかけてやるんです

が、大分市域は１３か所、それ以外が１６か所

で、全２９か所行います。

周知の方法については、市報等と県のホーム
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ページに掲載し、対象は幅広に行います。

なお、大分市は、さきほど申した１３地区で

すので、各支所単位──例えば、稙田、西部、

明野、そういうエリアごとの説明を行い、同時

並行で大分市の都市計画マスタープランも今策

定中ですので、そういった細かい話もする予定

です。

ほかに御質疑等はありませんか。濱田委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、続い濱田委員長

て②から④の報告をお願いします。

土木建築部関係の指定渡辺土木建築企画課長

管理者の更新について御報告します。

委員会資料の７ページをお開き願います。

今回、更新の対象となるのは、１の更新対象

施設の表に記載しているとおり、別府港北浜ヨ

ットハーバー及びハーモニーパークです。別府

港北浜ヨットハーバーの主な管理施設は浮桟橋、

管理棟、ボートヤード等であり、現在は株式会

社ササキコーポレーションが指定管理者となっ

ています。また、ハーモニーパークの主な管理

施設は第３駐車場、実証展示林管理棟、記念庭

園等であり、株式会社サンリオエンターテイメ

ントが指定管理者となっています。

次に、２の指定期間・選定方法についてです

が、指定期間については、両施設ともに令和３

年４月から令和８年３月までの５年間としてい

ます。選定方法については、別府港北浜ヨット

ハーバーは公募により選定します。ハーモニー

パークは民間運営施設のハーモニーランドと一

体的に構成されており、公園の効率的かつ安全

な管理運営を行うため、ハーモニーランドを運

営している株式会社サンリオエンターテイメン

トを任意指定します。

３の目標指標についてですが、別府港北浜ヨ

ットハーバーについては、浮桟橋係船率を目標

指標とし、前回指定期間の最高値である８２％

からさらに２％の増となる８４％を段階的に達

成する目標を設定しています。なお、係留施設

は、災害時等に備え、常に１０％程度空けた状

態で運用を行っており、８０％を超える係船率

は、すでに九州内の同様施設と比べてもトップ

クラスの高い水準に達しています。ハーモニー

パークについては、年間のハーモニーランド入

場者数を目標指標とし、新型コロナウイルス感

染拡大防止の影響を勘案した上で、令和３年度

の目標を令和元年度の実績程度の５１万人とし、

段階的に直近２年間の平均値である５３万５千

人を達成する目標を設定しています。

次に今後のスケジュールについて御説明しま

す。

８ページをお開き願います。ページ左側の公

募施設については、７月上旬に選定委員会の開

催及び募集を開始し、指定希望事業者が選定方

針等を十分に理解できるよう、９月上旬までの

２か月間の募集期間を設定します。

また、ページ右側の任意施設については、７

月上旬から１か月間のパブリックコメントを実

施し、８月下旬に有識者意見聴取を行います。

なお、基準価格については、表の中段にある第

３回定例会で、債務負担行為予算議案を御審議

いただき、その後、１０月下旬までに指定管

理候補者を決定し、第４回定例会で指定につい

て御審議いただく予定としているので、よろし

くお願いします。

続いて、資料の９ページを島津建設政策課長

お開きください。大分県地域強靱化年次計画２

０２０の策定について御説明します。上段の①

から④に計画策定の経過を記載しています。国

が平成２６年に国土強靱化基本計画を策定した

ことを踏まえて、本県でも大分県地域強靱化計

画を２７年に策定しました。その後、３０年に

国が、近年の災害から得られた貴重な教訓や社

会経済情勢の変化等を踏まえ、国土強靱化基本

計画を見直したことから、本県においても、令

和２年３月に大分県地域強靱化計画の見直しを

行いました。地域強靱化の歩みを加速化・深化

させるため、平成３０年度から防災・減災、国

土強靱化のための３か年緊急対策を活用し、防

災減災対策を推進しています。

なお、地域強靱化計画の見直しを契機に、国

に準じて、アクションプランという名称を年次

計画という名称に、本年度から改称しています。

中段に、大分県地域強靱化計画の新規・拡充
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した主な取組を記載しています。気候変動の影

響を踏まえた治水対策、被災者等の健康維持・

避難生活環境の確保や、先端技術の活用、人材

育成、防災教育等の視点を充実しています。

下段にＰＤＣＡサイクルをお示ししています。

年次計画では、地域強靱化計画の各施策をＰＤ

ＣＡサイクルにより毎年進捗管理を行うととも

に、おおむね５年で計画を見直します。

次に、資料の１０ページを御覧ください。本

年度の年次計画において、まず、目標指標の達

成状況については、全１１８指標のうち２０指

標が達成されています。今後、引き続き、その

達成度を検証しながら、次期年次計画に反映さ

せていきます。

次に、防災・減災、国土強靱化のための３か

年緊急対策を踏まえた重点的な取組については、

①から⑬に記載しているとおり、津波、浸水、

土砂災害、孤立地域等の同時発生、通信インフ

ラの麻痺・機能停止、農地・森林等の荒廃など、

それぞれのリスクに備えるハード及びソフト施

策を実施しています。具体的には、②の浸水対

策では、広域河川改修事業として、河川内樹木

伐採や河床掘削など短期間で治水安全度の向上

が図られる対策を実施しています。

また、⑥の災害時に活用する情報サービス関

係では、河川緊急情報基盤整備事業として河川

水位情報等を災害時でも適切に提供するための

観測機器設備改修や、避難行動の判断情報とな

る河川カメラの整備を実施しました。

次に、最下段に策定スケジュールをお示しし

ています。幹事会や有識者意見を踏まえ、今後、

大分県地域強靱化推進委員会の議を経て、７月

中旬の策定・公表に向け、作業を進めています。

なお、最終的なアウトプットイメージは、お

手元にお配りしている大分県地域強靱化年次計

画２０２０（案）の冊子のとおりです。冊子の

中ほど、７ページから１８ページにかけて写真

を数多く載せています。代表的な整備前後の写

真を対比していますが、強靱化に向けた取組の

進捗状況を、県民の皆さまに極力分かりやすく

御説明するため、本年度から新たに掲載するよ

う準備を進めています。

豊ちゃく２０２０について種蔵道路建設課長

御報告します。

委員会資料の１１ページをお開き願います。

豊ちゃくは、今後５年間の道路の開通目標を

公表することにより、職員の事業進捗管理意識

の徹底及び県民への説明責任向上などを目的に

平成１６年度から実施している取組です。

まず、上の表、豊ちゃく２０１９の達成状況

を御覧ください。令和元年度は、杵築市の大分

空港道路４車線化の４．１キロメートルなど、

４７区間１６．０キロメートルの開通目標を揚

げて、整備に取り組みました。その結果、５０

区間１６．８キロメートルが開通し、目標を上

回ることができています。

その下の豊ちゃく２０２０の開通目標を御覧

ください。今年度も、今後５年間に開通を目指

す１３０区間４６．０キロメートルについて、

県民の皆さんに事業スケジュールや期待される

効果を公表したいと考えています。特に、今年

度の開通目標としては、国道２１２号、中津日

田道路、耶馬溪道路の５．０キロメートルや国

道２１２号響峠工区の２．４キロメートルなど、

全体で５０区間１９．３キロメートルを予定し

ています。

今後も、事業進捗管理の徹底を図り、豊ちゃ

くに基づき着実な事業の推進に努めます。

ただいまの報告について、質疑、濱田委員長

御意見などはありませんか。

指定管理のハーモニーパークのこと原田委員

ですが、ちょっとやっぱり違和感を感じていて、

これはもう完全にハーモニーランドですよね。

あの下の部分だと思うんですが、そこを指定管

理してハーモニーランドに委託するのは、これ

はハーモニーランドに対する補助としか思えな

いんですよね、一般人からすると。そういう性

格のものなんでしょうか。

ハーモニーパークはハ渡辺土木建築企画課長

ーモニーランドに隣接する都市公園で、ハーモ

ニーランドは自分のところの施設を運営してい

る。県の都市公園が隣にあり、サンリオがハー

モニーランドを運営しており、隣ですので一緒

に管理していただけないかという発想です。決
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してサンリオの施設を委託しているわけではあ

りません。これを新たに別の業者となると経費

がかかるので、隣ですのでお願いしますという

イメージです。

もしかすると、契約のとき──ハー原田委員

モニーランドが来るときにそういったことがあ

ったのかなと勘繰ってしまったんですが、結局

あそこの公園にしても、ハーモニーランドに入

場料を払わないと入れない場所ですよね。別か

ら行けるんですかね。

よそから入れるのか岸元公園・生活排水課長

ですが、実は裏から入れる所があって、地元の

知っている方は裏から入っています。（「知っ

ている人しか知らない」と言う者あり）

ぶっちゃけた話、委託するよりもあ原田委員

げてしまった方が毎年お金を出すよりいいんじ

ゃないかなと思ったりするんですよね、簡単に

言うと──という意見です。

大分県地域強靱化年次計画の中で、平森委員

成３０年からの緊急対策の７兆円の分、今年度

までということですが、この件について、その

分も今年の分には反映されていますが、来年度

以降の見込みなのか、そういった情報があった

ら教えてください。

あと、豊ちゃく２０２０に関して、もう既に

出来上がっているんでしょうか。冊子としてま

た近々いただけるのか、確認したいと思います。

地域強靱化計画、国土強靱島津建設政策課長

化計画が平成３０年度から今年度までの３か年

の計画です。

先般、全国知事会の会議の中でも、本県は国

土交通常任委員長に知事が就任しており、その

中で提言として、３か年計画、強靱化に向けた

計画をさらに来年度以降も別枠の予算を確保し

ていただくように、この先また進めるように準

備をしています。しっかりと予算確保に向けて

取り組んでいきます。

豊ちゃくについて、本委員種蔵道路建設課長

会で本日御報告をした上で印刷して、その後、

委員の皆さまにお届けします。

地域強靱化というか、３か年後の予算森委員

獲得、我々もしっかり働きかけていきたいと思

いますので、よろしくお願いします。

豊ちゃくですが、実際にこれに掲載されない

と、なかなか地域の道路もよくなっていかない

のはよく承知していますが、要望の多い、今回、

所管事務調査の中でもあえて言いましたが、日

田、また豊後大野なんかは、いわゆる改良率が

県平均よりかなり低い。少しでも地域の皆さん

の安心・安全確保、また災害時の緊急道路とし

ての意味でも、できるだけ県平均に近づけてい

ただけるように、予算等の配慮をお願いしたい

と改めて要望しておきます。

ほかに御質疑等はありませんか。濱田委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、これ濱田委員長

で諸般の報告を終わります。

委員の皆さま、この際、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これをも濱田委員長

ちまして、土木建築部関係の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

〔土木建築部退室〕

それでは、内部協議に入ります。濱田委員長

閉会中の所管事務調査の件についてお諮りしま

す。お手元に配付のとおり、各事項について、

閉会中の継続調査をしたいと思いますが、御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、所定の手続を濱田委員長

取ることにします。

次に、前回の委員会で協議いただいた、県外

所管事務調査の取扱いについてです。現段階で

は中止等の判断をするのは難しいので、引き続

き状況を注視し、次の定例会で再度協議したい

と考えていますが御意見はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、県外所管事務調査につ濱田委員長

いては、そのようにします。

次に、参考人招致についてです。常任委員会

の活性化に向けた活動として、それぞれの委員

会で参考人を招致する取組などを行いたいと思
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います。これまでの状況等について、事務局に

簡単に説明させます。

お手元にお配りしている常任委員会参事務局

考人招致等の実績を御覧ください。平成３０年

度、令和元年度の各常任委員会での参考人招致、

また定例外の所管事務調査の状況をまとめたも

のです。太枠で囲ってある部分が土木建築委員

会の調査です。土木建築委員会は、これまでは

参考人招致ではなく、定例外で現地調査を行っ

ています。

今の説明のとおりですが、当委員濱田委員長

会に関連する事案で、特別関心の高いテーマま

たはこういった参考人を招致したいなどありま

せんか。

現場に行くとしたら、今年度完成す原田委員

るような大きな工事ってあるんですか。完成式

があるような。

大きな工事では、先日の県内所管事務事務局

調査で御視察いただいた、中津日田道路――耶

馬溪道路が供用開始するとのことです。（「こ

の前見たところか」と言う者あり）

では、次の定例会までに執行部と濱田委員長

協議して、参考人招致なり、現地調査なり、事

務局に案を作ってもらって提案しましょう。よ

ろしいですか。

〔「はい」と言う者あり〕

では、そのようにしたいと思いま濱田委員長

す。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これで委濱田委員長

員会を終わります。

お疲れさまでした。


